
随意契約内容の公表について 

 

京都市上下水道局の随意契約のうち、次の契約を公表します。 

 

１ 対象契約 

令和７年度上半期（令和７年４月～９月）契約分 

⑴ 契約金額が２５０万円を超える工事請負に係る契約 

⑵ 契約金額が２５０万円を超える測量・設計等の委託に係る契約 

⑶ 契約金額が５００万円以上の物品等の調達に係る契約（物件の購入、賃借、委託等） 

 

２ 公表する内容 

⑴ 契約の件名 

⑵ 担当所属名 

⑶ 契約締結日 

⑷ 履行期間 

⑸ 契約の相手方の住所及び商号等 

⑹ 契約金額（税込み） 

⑺ 契約内容 

⑻ 随意契約の理由 

⑼ 根拠法令 

⑽ 契約の相手方の選定理由 

 

３ 閲覧 

契約会計課執務室内及びホームページにおいて閲覧に供します。 

 

４ 公表の時期 

半期ごとに取りまとめて公表します。 

 

５ 公表の期間 

公表の日の翌日から起算して１年が経過する日の属する年度の末日まで。 

 



整理
番号

001 令和7年04月01日 システム運用支援業務委託 28,270,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

002 令和7年04月01日 水道料金系システム保守業務委託 19,958,400 
上下水道局総務部総務
課 

日本電気株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

003 令和7年04月01日 デジタル化企画・開発等アドバイザリー業務委託 10,560,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

004 令和7年04月01日 電子計算機システム運用・管理等支援業務委託（イントラ系） 24,816,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

005 令和7年04月01日 電子計算機システム運用・管理等支援業務委託（料金系） 23,364,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

006 令和7年04月01日 令和７年度　イントラ系インフラ仮想基盤運用保守業務委託 14,300,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

007 令和7年04月01日 令和７年度　料金系インフラ仮想基盤運用保守業務委託 8,665,800 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

008 令和7年04月01日 水道料金系システム機器更新作業委託（その２） 9,858,172 
上下水道局総務部総務
課 

日本電気株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

009 令和7年04月01日 ｉ－ＦＩＬＴＥＲ及びメールサーバの構築作業委託 10,857,000 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

010 令和7年04月01日 親子乗船会等のＰＲ・運営業務 11,000,000 
上下水道局総務部総務
課

株式会社ＪＴＢ　京都支店
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

011 令和7年04月01日 令和７年度京都市上下水道局戦略的ＰＲ業務 6,600,000 
上下水道局総務部総務
課

株式会社実業広告社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

012 令和7年04月01日 鳥羽水環境保全センター・蹴上浄水場一般公開業務 22,000,000 
上下水道局総務部総務
課

株式会社関広
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

013 令和7年06月05日 情報資産管理システムの構築作業委託 6,344,800 
上下水道局総務部総務
課 

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

014 令和7年09月03日
琵琶湖疏水関連施設の国宝・重要文化財への指定記念シンポジウム等実
施業務

6,000,000 
上下水道局総務部総務
課

株式会社関広
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

システム運用支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，２７０，０００円 

 

７ 契約内容 

上下水道局総務部総務課及び総務部お客さまサービス推進室が運用、維持管理する業務システム

全般にわたり、受託者がシステム運用管理の担当職員を支援するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件契約内容を履行するに当たっては、当局の業務運用に関する知識や経験と、料金系ネットワ

ークをはじめ水道料金系システムと連携する各周辺システム、ハンディターミナル等の一連のシス

テムについての豊富な知識を持った者の支援が必要であり、他の事業者が実施した場合、水道料金

システム等の運用が停止する等、料金業務等の運用に重大な影響が生じるおそれがあり、これらシ

ステムについて開発及び保守を行っている事業者でなければ、的確かつ十分な支援を得られないが、

これが可能な事業者は、一者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

水道料金系システム保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，９５８，４００円 

 

７ 契約内容 

水道料金系システムを正常かつ安定的に運用するために、受託者が必要な保守作業等の業務を行

うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件水道料金系システムは、受託者が開発したパッケージソフトウェアを基に、当局向けに業務

システムの本体部分を独自開発しており、本件業務を履行するためには、同システムの内部構造、

環境設定、開発の経緯等について詳細に把握している必要があり、本件業務を履行可能な事業者は、

一者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

デジタル化企画・開発等アドバイザリー業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，５６０，０００円 

 

７ 契約内容 

上下水道局におけるデジタル化を推進し、更なるお客さまサービスの充実や業務の効率化を図る

ため、局が所管する電子計算機システム全般に係る企画、開発及びデジタル化推進に係る業務につ

いて、受託者が局職員を支援するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

業務履行に際して、上下水道局ネットワークシステムの特性に係る豊富な知識が不可欠であり、

また、当局ネットワークシステムについて開発及び保守を行っている事業者から既に支援を受けて

おり、今後も継続した支援を受ける必要があるが、これを履行可能な事業者は一者に限定されるた

め。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度 電子計算機システム運用・管理等支援業務委託（イントラ系） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４，８１６，０００円 

 

７ 契約内容 

局内イントラ系ネットワークに係る設備機器全般についての企画、開発・導入、ヘルプデスク、

ネットワーク管理及びトラブルメンテナンス等を専門的な知識と経験を有するシステムエンジニア

（ＳＥ）に支援を委託し、効率的な業務運営を目指すものである。 

 

８ 随意契約の理由 

当該ネットワークの電子計算機システムのサーバ設備群は、相互に連接する構成である。また、

当該ネットワークは、京都市行政業務情報システム（文書管理、人事給与、財務会計）をはじめ、

マッピング、積算、設計等の各種内部情報系システムが稼働しているネットワークであるとともに、

インターネットへも接続しており、当局が日々の業務を遂行するうえで重要な基幹ネットワークで

ある。これらを継続して安定的に運用するために、本件に係る作業においては当該ネットワーク全

体の構成や設定内容等を熟知している必要があり、本件業務を履行可能な事業者は、一者に限定さ

れるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度 電子計算機システム運用・管理等支援業務委託（料金系） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，３６４，０００円 

 

７ 契約内容 

局内料金系ネットワークに係る設備機器全般についての企画、開発・導入、ヘルプデスク、ネッ

トワーク管理及びトラブルメンテナンス等を専門的な知識と経験を有するシステムエンジニア（Ｓ

Ｅ）に支援を委託し、効率的な業務運営を目指すものである。 

 

８ 随意契約の理由 

当該ネットワークの電子計算機システムのサーバ設備群は、相互に連接する構成である。また、

当該ネットワークには、水道料金システムや統合地図システム等のお客さまの個人情報を保有する

基幹システムが接続されており、当局がお客さまサービスを遂行するうえで重要な基幹ネットワー

クである。これらを継続して安定的に運用するために、本件に係る作業においては当該ネットワー

ク全体の構成や設定内容等を熟知している必要があり、本件業務を履行可能な事業者は、一者に限

定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度 イントラ系インフラ仮想基盤運用保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

上下水道局イントラ系ネットワーク（以下「本ネットワーク」という。）上で稼働するサーバ等（以

下「保守対象サーバ」という。）を安定的に稼働させるために、運用保守及び障害対応等の作業を委

託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本ネットワークで連接して稼働する各種システム機器等のネットワーク構成要素及び保守対象サ

ーバの構造を熟知し、不具合が発生した場合は、速やかに原因の切分けや復旧作業を実施すること

が必要であり、本ネットワークの運用管理業務を行っている者以外の者が本件作業を実施すると、

責任区分が不明確になるとともに、迅速な原因究明などの対処が困難になることから、本件業務を

履行可能な事業者は、既存設備等の機能を損なうことなく本ネットワークの一元的な運用管理体制

を維持し、全体の構成や設定を熟知している既存設備の運用管理業務の受託者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度 料金系インフラ仮想基盤運用保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，６６５，８００円 

 

７ 契約内容 

上下水道局料金系ネットワーク（以下「本ネットワーク」という。）を構成している管理用サーバ

群及び通信機器等（以下「本機器」という。）を安定的に稼働させるために、運用保守及び障害対応

等の作業を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本機器は、本ネットワーク上で稼働する水道料金系システムをはじめ、当局の基幹的業務である

料金業務を支える各種システムのセキュリティを確保し、安定的に運用する上で欠かせないもので

ある。このため、本機器に起因して不具合が発生した場合、速やかに原因の切分けや復旧作業を実

施することが求められ、本機器の設定を行い、本ネットワークを構築した者以外が本委託作業を実

施すると、責任区分が不明確になるとともに、迅速な原因究明などの対処が困難になることから、

本件業務を履行可能な事業者は、本ネットワーク全体の構成や設定内容を熟知している者に限定さ

れるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

水道料金系システム機器更新作業委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和７年８月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，８５８，１７２円 

 

７ 契約内容 

  上下水道局総務部総務課が保有する水道料金系システム（以下「本システム」という。）の機器更

新に伴うシステム移行及び動作確認作業を委託するものである。 

   

８ 随意契約の理由 

  本システムは、日本電気株式会社（以下「同社」という。）の開発した商品である「ＨｙｐｅｒＡ

ｑｕａ ハイパーアクア・上下水道料金業務ソリューション」水道営業統合システムのパッケージ基

盤を利用し、既に同社が開発してきたモジュールを組み合わせ、さらに当局向けに業務システムの

本体部分を独自開発したものであり、他の業務システムとネットワークを介して連接している。こ

のため、本件業務を確実に遂行するためには、本システムの内部構造、環境設定、個々のモジュー

ルの関係性、他の業務システムとの連携手法について、内容を詳細に把握していることが前提とな

る。仮に、同社以外の者が本件業務を行うと、本システムの動作環境及び他システムとの連携機能

に支障をきたし、水道料金業務の運用に多大な影響を与える恐れがあることから、本件業務を履行

可能な事業者は、一者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ｉ－ＦＩＬＴＥＲ及びメールサーバの構築作業委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，８５７，０００円 

 

７ 契約内容 

  上下水道局イントラ系ネットワーク（以下「本ネットワーク」という。）において、庁外メールサ

ーバ及び本ネットワークを構成する端末からインターネット接続する際にＷｅｂフィルタリングを

行うシステム（ｉ－ＦＩＬＴＥＲ）に係る新旧更新整備（供給及び構築）に関する作業を委託する

ものである。 

   

８ 随意契約の理由 

  本件作業を履行する際は、本ネットワークで連接して稼働する各種システム機器等のネットワー

ク構成要素及び保守対象サーバの構造を熟知している必要があり、既存の設備等の機能を損なうこ

となく本ネットワークの一元的な運用管理体制を維持し安定稼動を図るためには、全体の構成や設

定を熟知している者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

親子乗船会等のＰＲ・運営業務 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８ 京阪四条河原町ビル７階 

株式会社ＪＴＢ 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

親子乗船会のＰＲを行い、親子乗船会の抽選結果送付、当日の対応等、運営業務を委託するもの。 

 

８ 随意契約の理由 

価格だけでなく、これ以外の要件（企画内容や実施体制等）における競争によっても契約の相手

方を選定する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  提案内容について、要項により定めた資格・評価基準に基づき審査及び評価を行った結果、株式  

 会社ＪＴＢ京都支店が資格を満たす者の中で最高評価点を獲得したため。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度京都市上下水道局戦略的ＰＲ業務 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区正面通高瀬東入山王町３４３番地 

株式会社実業広告社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は、「水道・下水道事業への理解促進」や「水需要の喚起」等の広報活動をより効果

的に取り組めるよう、全ての世代、多くの市民等へ戦略的な働きかけを行い、京都市上下水道局

の事業の認知度向上のためのブランディングを行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

価格競争だけでなく、専門的なＰＲのノウハウやネットワークなど、効果的かつ効率的に市民

等へ訴求する能力が求められるため、公募型プロポーザル方式により選定した事業者との随意契

約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

 

10 契約の相手方の選定理由 

プロポーザルの結果から、株式会社実業広告社に決定した。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

鳥羽水環境保全センター・蹴上浄水場一般公開業務 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和７年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は、市民の皆さまの安全・安心で快適な暮らしを支える重要なライフラインである

水道事業・公共下水道事業について理解を深めていただくため、鳥羽水環境保全センター及び蹴

上浄水場の一般公開事業を実施するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

価格競争だけでなく、専門的なＰＲのノウハウやネットワーク、同規模のイベントの開催実績

など、効果的かつ効率的に市民等へ訴求し、イベントを遂行する能力が求められるため、公募型

プロポーザル方式により選定した事業者との随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザル方式による募集の結果、最も評価点の高い提案を行った株式会社関広を、

随意契約を行う事業者として選定した。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

情報資産管理システムの構築作業委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年６月５日 

 

４ 履行期間 

令和７年６月６日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，３４４，８００円 

 

７ 契約内容 

  上下水道局イントラ系ネットワーク（以下「本ネットワーク」という。）において、ＩＴ資産・配

布管理システム（JP1/ITDM）、ＵＳＢデバイス制御システム（秘文DC）、ＵＳＢデバイス管理システ

ム（USBデバイス管理ツール）に係る新旧更新整備に関する作業を委託するものである。 

   

８ 随意契約の理由 

  本件作業を履行する際は、本ネットワークで連接して稼働する各種システム機器等のネットワー

ク構成要素及び保守対象サーバの構造を熟知している必要があり、既存の設備等の機能を損なうこ

となく本ネットワークの一元的な運用管理体制を維持し安定稼動を図るためには、全体の構成や設

定を熟知している者に限定されるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

琵琶湖疏水関連施設の国宝・重要文化財への指定記念シンポジウム等実施業務 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月３日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月３日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は、琵琶湖疏水関連施設の国宝・重要文化財への指定を記念し、改めて市民の皆様等に

琵琶湖疏水の歴史や重要性についての理解を深めていただくきっかけとするためのシンポジウム

等を開催することを目的として実施するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、上記７のとおり、シンポジウム等の実施に係る準備や運営等を行うものであり、価

格のみならず事業者が提案する事業内容が重要となることから、その内容の評価を事業者選定に

取り入れるため公募型プロポーザル方式により募集を行ったものであり、それにより選定した事

業者との随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



整理
番号

01 令和7年04月01日 人事給与・庶務事務システム等の運用保守業務委託 14,423,200 
上下水道局総務部職員
課

日本電気株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

人事給与・庶務事務システム等の運用保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部職員課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，４２３，２００円 

 

７ 契約内容 

令和４年４月から稼働している人事給与・庶務事務システム等（以下「本システム」という。）

の運用保守業務を委託するもの。 

受託者は本システムを正常に稼働させ、当局に適正な使用方法を教示するとともに本システム

に係るパッケージソフトウェア等の保守管理を行うこととする。 

 

８ 随意契約の理由 

本システムは日本電気株式会社が独自に開発したパッケージソフトウェア「GPRIME人事給与・

庶務事務システム」等に適正規模のカスタマイズを施して構築しており、当該ソフトウェアの開

発及び同カスタマイズに当たっては同社独自の知識や技術（ノウハウ）等が用いられていること

から、その内部構造や環境設定等に関するノウハウ等を有しない同社以外の者が本委託業務を実

施することは極めて困難であるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   日本電気株式会社は、人事給与システム・庶務事務システム等の構築事業者であり、契約の要

件を満たす唯一の者であることから、本契約を同社と締結する必要がある。 



整理
番号

001 令和7年07月04日 電子入札システム更新に伴う契約管理システム連携対応 5,467,000 
上下水道局総務部契約
会計課

日本電気株式会社 京都支店
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

電子入札システム更新に伴う契約管理システム連携対応 

 

２ 担当所属名 

上下水道局総務部契約会計課 

 

３ 契約締結日 

令和７年７月４日 

 

４ 履行期間 

令和７年７月５日から令和７年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

日本電気株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，４６７，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は、現在運用中の京都市上下水道局契約管理システムについて、電子入札システムのサ

ーバー機器等が定期更新されることに伴い、両システム間の連携を再設定し、疎通確認を行うも

のである。 

 

８ 随意契約の理由 

 対象となる契約管理システムは、経営戦略室が運用する財務会計システムの一部として稼働す

るものであるが、入札事務の執行にあたり、行財政局、交通局及び当局で共同運用する電子入札

システムとのデータ連携を行っている。 

 この連携に不具合が生じると、インターネットでの入札公告の公開や電子入札による落札業者

選定結果の取り込みができなくなるなど、当局の入札業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 

 これら既存のシステムを稼働させながら、その運用や機能を損なうことなく連携の確認作業を

行うことができるのは、契約管理システムを開発し、システムの構造や環境設定に関する技術知

識に精通する業者のみとなる。 

以上により、随意契約を採用する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 



   上記の理由から、当該システム開発業者である日本電気株式会社を契約業者として選定する。 



整理
番号

001 令和7年4月1日 財務会計及び契約管理システム保守サービス 21,436,800 経営戦略室 日本電気株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

財務会計及び契約管理システム保守サービス 

 

２ 担当所属名 

上下水道局経営戦略室 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１,４３６,８００円 

 

７ 契約内容 

現在運用中の京都市上下水道局財務会計システム及び契約管理システムの運用支援及び障害時保

守を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

システムソフトウェアは、日本電気製パッケージソフトウェアを利用したカスタマイズ開発であ

り、運用を安定的に行うためには、システム内の内部構造や環境設定に関する技術知識を知り得た

業者の選定が必要であるため、ソフトウェアの開発元との随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 

 

 

 

 

 



整理
番号

令和7年04月01日 令和７年度京都市上下水道局土木積算システムの保守管理委託 11,957,000 
上下水道局技術監理室
監理課

一般財団法人日本建設情報総合
センター

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

令和7年04月01日 上下水道局設備工事積算システムＲＷ保守委託 8,162,000 
上下水道局技術監理室
監理課

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

令和7年04月01日 電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフト保守サポート委託 9,227,900 
上下水道局技術監理室
監理課

川田テクノシステム株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

令和7年08月13日 鳥羽水環境保全センター　電話交換機更新委託 69,550,800 
上下水道局技術監理室
監理課

ソフトバンク株式会社
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める政令第１１条第１項第
２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度京都市上下水道局土木積算システムの保守管理委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局技術監理室監理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区赤坂５丁目２番２０号 

一般財団法人日本建設情報総合センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，９５７，０００円 

 

７ 契約内容 

上下水道局土木積算システムを安定的に使用するために保守管理を委託するもの。 

 

８ 随意契約の理由 

上下水道局における土木工事の積算システムについては一般財団法人日本建設情報総合センタ

ー（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が開発したシステム（以下「ＪＡＣＩＣシステム」という。）

を採用しており、水道及び下水道の土木積算業務において共通利用可能な機能とデータを整備し、

効率的に運用しているところである。また、ＪＡＣＩＣシステムは、京都市建設局が核となる土

木積算システムの中に、上下水道工事及び業務委託にかかる積算機能を追加しているものであり、

京都市建設局の積算システムと一体となっているシステムである。 

このＪＡＣＩＣシステムの技術仕様は、開発を行ったＪＡＣＩＣ独自のものであり、ＪＡＣＩ

Ｃ以外の業者では本業務を適正に遂行できないだけでなく、システム障害発生時に対処できない

おそれがある。 

さらに、上下水道の土木積算業務に当たり、設計書の作成が必要不可欠であることから、シス

テム障害が発生すると様々な業務に影響が及び、事業が停滞するおそれがあることから、随意契

約を採用するものである 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 



10 契約の相手方の選定理由 

  システムの開発及び保守管理を行っている一般財団法人日本建設情報総合センターのみが、本

件委託業務を実施できるため、当該業者を選定するものである。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

上下水道局設備工事積算システムＲＷ保守委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局技術監理室監理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，１６２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市上下水道局で運用している設備工事積算システムＲＷに対して、システム保守サー

ビス及び積算システムの回収等を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務委託は、上下水道局で運用している上下水道局設備工事積算システムＲＷ（以下「積

算システム」という。）について、システム保守サービスに加え、既存機能の仕様変更、新

規機能の追加開発に伴い、局独自運用基準の見直しによる機能変更を行うものである。 

積算システムの技術仕様は開発を行った業者独自のものであり、プログラム内容や構成等

の詳細な技術情報を理解している開発業者でなければ積算システムに重大な障害を与える

おそれがある。 

本業務委託を実施できるのは、他の者が有し得ない専門的な知識、技術等を有する１者に

限られることから、随意契約を採用する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上下水道局設備工事積算システムＲＷを開発し、その独自のソフトウェア開発技術を有す

る㈱京信システムサービを選定するものである。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフト保守サポート委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局技術監理室監理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１９ 

川田テクノシステム株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，２２７，９００円 

 

７ 契約内容 

京都市上下水道局で運用している電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフトに対して、ヘ

ルプデスクの設置、保守サポート、機能改良及びバージョンアップ並びに、ネットライセン

ス認証によるサブスクリプション方式で利用環境を提供する。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務委託は、上下水道局で運用している電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフトに対

して、ヘルプデスクの設置、保守サポート及びバージョンアップを行うものである。電子納

品チェックソフト及びＣＡＤソフトの技術仕様は開発を行った業者独自のものであり、プロ

グラム内容や構成等の詳細な技術情報を理解している開発業者以外の郷社が本委託業務を

行うと、不具合発生時の原因が特定できず、責任区分が不明確になり、迅速な復旧が困難と

なるばかりでなく、電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフトが動作しないなど機能に重大

な障害を与える恐れがある。 

これらの理由から本委託業務の目的を達成するため随意契約を採用する。 
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  電子納品チェックソフト及びＣＡＤソフトを開発し、その独自のソフトウェア開発技術を有す



る川田テクノシステム株式会社と契約するものである。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

鳥羽水環境保全センター 電話交換機更新委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局技術監理室監理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年８月１３日 

 

４ 履行期間 

契約締結の日から令和８年２月２８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区海岸一丁目７番１号 

ソフトバンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６９，５５０，８００円 

 

７ 契約内容 

本業務は、鳥羽水環境保全センターの構内電話設備一式について、「京都市上下水道局構

内電話設備更新委託等業務」（契約期間：令和６年９月１３日～令和１３年４月３０日）の

契約業者が構築した電話設備と連接するため、電話交換機等の通信機器の更新、設置、設定

変更等を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

現在、鳥羽水環境保全センター構内電話以外の局構内電話設備は、「京都市上下水道局構

内電話設備更新委託等業務」において構築、運用しているが、鳥羽水環境保全センター構内

の電話交換機等の通信機器の更新、設置、設定変更等を行うに当たって、局構内電話設備を

構築した業者以外の者に委託した場合、既存の電話設備の機能を損ない、既に調達をした物

品等の使用又は既に契約を締結した特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずる

おそれがある。 

以上の理由により、本件は随意契約を採用することとし、同委託等業務の契約業者であるソ

フトバンク株式会社を契約相手方として選定するものである。 
 

９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第２号 

□地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 



  上記８のとおり 



整理
番号

001 令和7年04月01日 管路情報管理システム　システム運用業務委託 27,830,000 
上下水道局水道部
管理課 

株式会社　管総研
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

002 令和7年04月01日 管路情報管理システム　給配水関連設備データ入力等業務委託 35,970,000 
上下水道局水道部
管理課 

株式会社　管総研
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

管路情報管理システム システム運用業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 

株式会社 管総研 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，８３０，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は、管路情報管理システム（以下「新システム」という。）の運用を委託するものであ

る。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務委託は、令和６年４月から運用を開始している管路情報管理システム（以下、「システム」

という。）について、システムの運用及びソフトウェアの保守を行うものであるが、ソフトウェアの

動作環境の安定、データの取扱い及び信頼性を確保しながら履行する必要があることから、ソフト

の著作権及び所有権を持つ唯一の事業者である相手方と随意契約をする必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

管路情報管理システム 給配水関連設備データ入力等業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 

株式会社 管総研 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，９７０，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は、新規に開発し、令和６年４月から運用を開始している管路情報管理システム（以

下「システム」という。）について、システムのソフトウェアを用いて、水道設備の初期データ入力

を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

初期データ入力は、新システムの精度管理を行う上で、確実に実施する必要があるが、本業務を

ソフトウェア開発業者以外の事業者が行うと、入力データの精度確保ができなくなるとともに、操

作方法を熟知していないことから、入力業務に遅延が発生する恐れがある。 

そのため、入力データの信頼性を確保し、新システムの運用を安定的に行うためには、システム

の操作方法や機能を熟知したソフトウェアの開発業者である相手方と随意契約する必要があるた

め。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



整理
番号

001 令和7年09月11日 緊急　白川放水ゲート１号修正 5,500,000 
上下水道局水道部施設
課

クボタ環境エンジニアリング株
式会社　大阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 白川放水ゲート１号修繕 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部施設課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月１１日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月２日から令和８年２月２７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 

クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

白川放水ゲート１号のスピンドルが変形し、動作不能となったため、スピンドル及び関係部品

の修繕を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

全２門ある白川放水ゲートの１門において、スピンドルが変形し、動作不能となった。 

大雨時には２門分の放水能力が必要であるが、放水能力が半減した状態では大雨時に疏水路が溢

水する恐れがあり、緊急に修繕する必要があるため随意契約を採用するもの。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

 地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   上記の理由から緊急対応が必要であるが、見積書を提出したのは、クボタ環境エンジニアリン   

  グ株式会社 大阪支社のみであること（他２社は辞退）から、契約の相手方とするものである。 



整理
番号

1 令和7年04月14日 配水管移設工事 7,480,000 
上下水道局　水道部
水道管路課

吉村建設工業株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

2 令和7年05月07日 緊急　配水管漏水修繕工事 10,241,000 
上下水道局　水道部
水道管路課

吉村・村井・昭和特定建設工事
共同企業体

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

3 令和7年05月30日 配水管布設工事 97,900,000 
上下水道局　水道部
水道管路課

公成建設株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

4 令和7年08月04日 緊急　配水管漏水修繕工事 9,000,000 
上下水道局　水道部
水道管路課

株式会社仁木総合建設
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

配水管移設工事（京都市西京区大原野石見町 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部水道管路課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１４日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１５日から令和７年７月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市中京区西ノ京小倉町１３５番地 

吉村建設工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

7,480,000円 

 

７ 契約内容 

建設局道路建設部道路建設課にて施行の「３・３・５中山石見線道路改築工事」の進捗状況に

併せて、支障となる配水管の移設を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 配水管移設部分の工事工程は、配水管の移設後に改築工事でボックスカルバートを設置される

ものであるが、配水管はボックスカルバートを下越しする位置に移設する必要があるため、これ

らの離隔や位置関係を綿密に管理して施工することが必要不可欠であり、同一業者での保全管理

や品質の確保が必要となる。また、同一業者で同時期に一体的な施工を行うことで、地元折衝及

び施工調整に要する時間の短縮を図ることができる。 

 以上のことから、本工事を改築工事の受注者が一体的に施工することにより、保全管理や品質

の確保、施工責任の明確化が可能となる。さらに、工事間調整が可能となることで工期の大幅な

短縮が図れる。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 配水管漏水修繕工事（京都市下京区塩竈町 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部水道管路課 

 

３ 契約締結日 

令和７年５月７日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月３０日から令和７年７月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市中京区西ノ京小倉町１３５番地 

吉村・村井・昭和特定建設工事共同企業体 

 

６ 契約金額（税込み） 

10,241,000円 

 

７ 契約内容 

     既設配水管から漏水が発生しているため、漏水箇所の修繕を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 ４月３０日午前４時２０分頃に、通行人から水道管の漏水を発見したとの通報があった。同日

午前４時５０分頃現地を確認したところ、配水管での漏水を確認した。このままでは通行者及び

車両の通行に多大な影響を与えるとともに、二次災害に繋がるおそれがある。漏水に速やかに対

応しなければ市民生活に多大な影響を及ぼすことから、緊急に復旧を行う必要がある。 

したがって、本工事は、緊急の必要により競争入札に付することができないため、入札手続き

によることなく、随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   本事案については、現に履行中の「蹴上系低区幹線配水管布設替（その３）工事」において撤

去予定であった配水管から漏水が発生し、当初予期しなった事情の変化により追加工事が必要と

なったものである。そのため、当該工事の受注者である「吉村・村井・昭和特定建設工事共同企

業体」と契約をすることにより、経費節減、工期短縮、安全円滑な施行が可能となることから、

緊急工事に係る事務取扱要領第１４条２項により、当該業者を選定するものである。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

配水管布設工事（京都市伏見区淀垂水町 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部水道管路課 

 

３ 契約締結日 

令和７年５月３０日 

 

４ 履行期間 

令和７年５月３１日から令和８年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地 

公成建設株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

97,900,000円 

 

７ 契約内容 

     当該地域及びその周辺地域への将来に亘る安定給水に供するため、新たに配水用ステンレス鋼

鋼管を布設するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 本工事は、京都市建設局道路建設部道路建設課にて施工中の「宮前橋整備（その１４）工事」

（以下「宮前橋工事」という。）にあわせて、配水管を布設するものである。本工事の工程は、宮

前橋工事の新橋の架設工事にあわせて水管橋として新橋の桁内に添架を行うものであるが、当該

箇所は河川区域内であるため、施工時期が限定的である。また、同一業者で同一時期に一体的な

施工を行うことで、安全な施工が確保でき、施工責任の所在の明確化を図ることも可能となる。

さらに、宮前橋工事と共通の足場を使用することにより、経費の削減にもつながる。 

以上のことから、工期短縮、安全円滑な施工、経費節減の効果が明らかであり、随意契約を採

用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   京都市建設局道路建設部道路建設課にて施工中の「宮前橋整備（その１４）工事」の受注者で

ある公成建設株式会社を契約の相手方とするものである。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 配水管漏水修繕工事（京都市伏見区納所星柳 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局水道部水道管路課 

 

３ 契約締結日 

令和７年８月４日 

 

４ 履行期間 

令和７年７月３１日から令和７年１２月２６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市伏見区淀本町２０６番地の１６ 

株式会社仁木総合建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

9,000,000円 

 

７ 契約内容 

     既設配水管から漏水が発生しているため、漏水箇所の修繕を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 配水管φ600は昭和53年に布設された鋼管で、現状漏水が発生している状況である。漏水は微量

であるが、当該配水管は老朽化が進んでいることから、今後、破損個所が拡大し、漏水が増える

恐れがある。その場合、断水及び濁水の影響が広範囲に及び、市民生活に多大な影響を与えるこ

ととなる。 

以上より、入札手続きを経る時間的余裕がないため、随意契約により施工を行うものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   緊急工事業者登録の希望者募集要項第８条第１項に基づいて、令和7年度緊急工事業者登録のD

ブロック6・7月担当業者である株式会社仁木総合建設を契約の相手方とするものである。 



整理
番号

1 令和7年07月30日 人孔上部整備（３－２）工事（京都市山科区西野広見町　他　地内） 4,400,000 
上下水道局下水道部管
理課

株式会社吉田道路
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

2 令和7年07月30日 緊急　公共下水道整備（３－２）工事（京都市南区西九条院町　地内） 3,300,000 
上下水道局下水道部管
理課

株式会社古瀬組
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

3 令和7年08月04日 人孔上部整備（３－１）工事（京都市山科区西野山百々町　地内） 4,400,000 
上下水道局下水道部管
理課

西本建設株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

4 令和7年08月18日
緊急　公共下水道整備（２－１）工事（左京区岡崎北御所町　他　地
内）

5,500,000 
上下水道局下水道部管
理課

株式会社岡村建設
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

5 令和7年09月09日
緊急　公共下水道整備（３－３）工事（京都市南区唐橋経田町　他　地
内）

6,050,000 
上下水道局下水道部管
理課

株式会社広川組
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

6 令和7年09月24日
人孔上部整備(２－２)工事（京都市右京区嵯峨鳥居本北代町　他　地
内）

5,555,000 
上下水道局下水道部管
理課

安清道路株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

人孔上部整備（３－２）工事（京都市山科区西野広見町 他 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年７月３０日 

 

４ 履行期間 

令和７年７月３１日から令和７年１１月２８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市西京区大枝西新林町６丁目１番地１７ 

株式会社吉田道路 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、当該地内において、建設局東部土木みどり事務所が行う舗装道補修工事（山科区西野

山経12号線）に際し、既設人孔鉄蓋が支障となるため、当該人孔の蓋高調整及び耐用年数を超えた

旧規格の鉄蓋交換を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件工事は、舗装道補修工事（山科区西野山経12号線）区域内で実施するものであり、同工事の

施工業者に本件工事を発注し、一体的に施工することで、施工責任の一元化を図るとともに、工程

調整に要する時間の短縮、必要な経費の軽減等を行うことが可能となるから、同工事施工中の者と

随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 公共下水道整備（３－２）工事（京都市南区西九条院町 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年７月３０日 

 

４ 履行期間 

令和７年７月１８日から令和７年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町６０８番地９ 

株式会社古瀬組 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、７月１８日（金）に南区西九条院町において確認された下水道本管の破損箇所の修繕

措置として実施するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

当該箇所において、配水管布設業者が埋設管調査のために試験掘りしていたところ、下水道本管

の破損に伴い地中に直径数十センチ程度空洞があることが判明した。現に地中に空洞があることか

ら、道路上の通行に重大な危険があり、即時対応しなければ市民生活の安全確保に多大な支障が生

じるため、緊急に対応を行う必要があることから随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８の理由から、緊急対応が必要であることから、緊急工事業者名簿のＣブロック７月の担当

業者である株式会社古瀬組に７月１８日１５時に対応の可否を確認したところ、対応可能との回答

があったため選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

人孔上部整備（３－１）工事（京都市山科区西野山百々町 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年８月４日 

 

４ 履行期間 

令和７年８月５日から令和７年１２月１６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市伏見区竹田中川原町４３１番地 

西本建設株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、当該地内において、建設局東部土木みどり事務所が行う舗装道補修工事（山科区西野

山緯46号線）に際し、既設人孔鉄蓋が支障となるため、当該人孔の蓋高調整及び耐用年数を超えた

旧規格の鉄蓋交換を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件工事は、舗装道補修工事（山科区西野山緯46号線）区域内で実施するものであり、同工事の

施工業者に本件工事を発注し、一体的に施工することで、施工責任の一元化を図るとともに、工程

調整に要する時間の短縮、必要な経費の軽減等を行うことが可能となるから、同工事施工中の者と

随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 公共下水道整備（２－１）工事（左京区岡崎北御所町 他 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年８月１８日 

 

４ 履行期間 

令和７年８月１８日から令和７年１１月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区静市市原町５３１番地の１９ 

株式会社岡村建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、８月３日（日）に左京区岡崎北御所町において確認された道路陥没（地中部分の空洞

は最大で水平方向に１００センチ、深さ１００センチ程度）に伴う下水道本管の応急処置を実施す

るものである。 

 

８ 随意契約の理由 

道路陥没箇所は左京土木みどり事務所が応急処置として土のうを設置後、埋戻しを行っているが、

８月４日（月）に下水道管等の調査を行ったところ、HＰφ900の下水道本管の管と管の継目のから、

土砂を引き込んだことに起因する道路陥没であることが判明した。 

また、８月７日（木）までに周囲の下水道管を調査したところ、陥没箇所と同様の管と管の継目

の不良個所が３３０ｍに渡って確認されたことから、道路上の通行に重大な危険があり、即時対応

しなければ安全確保に重大な支障が生じるため、緊急に対応する必要がある。そのため、随意契約

を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記の理由から、緊急対応が必要であることから、緊急工事業者名簿のＢブロック８月の担当業

者である株式会社 岡村建設に８月８日１０時に対応の可否を確認したところ、対応可能との回答が



あったため選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 公共下水道整備（３－３）工事（京都市南区唐橋経田町 他 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月９日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月２日から令和７年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区唐橋赤金町４４番地 

株式会社広川組 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０５０，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、「下水道管路の全国特別重点調査」で実施した道路面下空洞調査において確認されてい

る空洞箇所の修繕措置として実施するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

当該箇所は、「下水道管路の全国特別重点調査」で管路内調査を実施しており、管路の不良箇所が

確認されたと路線については、道路面下の空洞調査も併せて行っている。 

今回空洞調査を行った路線において、下水道管の上部付近で空洞が確認されており、これらの路

面状況を調査したところ、舗装のクラックや段差等も見られたことから、道路の通行に重大な危険

があり、速やかに対応しなければ市民生活の安全確保に多大な支障が生じるため、緊急に対応する

必要がある。そのため、随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記の理由から、緊急対応が必要であることから、緊急工事業者名簿のＣブロック８月の担当業

者である株式会社広川組に８月１９日に対応の可否を確認したところ、対応可能との回答があった

ため選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

人孔上部整備(２－２)工事（京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 他 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月２４日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月２５日から令和７年１２月２６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市伏見区景勝町５０番地１０ 

安清道路株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５５５，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、当該地内において、建設局西部土木みどり事務所が行う舗装道補修工事（嵯峨緯66号

線）に際し、既設人孔鉄蓋が支障となるため、当該人孔の蓋高調整及び耐用年数を超えた旧規格の

鉄蓋交換を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件工事は、舗装道補修工事（嵯峨緯66号線）区域内で実施するものであり、同工事の施工業者

に本件工事を発注し、一体的に施工することで、施工責任の一元化を図るとともに、工程調整に要

する時間の短縮、必要な経費の軽減等を行うことが可能となるから、同工事施工中の者と随意契約

を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



整理
番号

01 令和7年04月01日 下水道台帳管理システム機能保守及び運用支援業務委託 11,220,000 
上下水道局下水道部管
理課

水道マッピングシステム株式会
社

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

02 令和7年04月01日 維持管理履歴システム運用支援業務委託 13,959,000 
上下水道局下水道部管
理課

株式会社京信システムサービス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道台帳管理システム機能保守及び運用支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都新宿区内藤町８７番地 

水道マッピングシステム株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，２２０，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は下水道台帳管理システム等の保守及び運用支援等を行うことにより、システム全体

の正常な運用を図ることを目的とする。 

 

８ 随意契約の理由 

本システム開発業者との間で締結している使用権許諾契約では、他の者にシステムに係るプログ

ラム等の開示、変更、消去等を許諾していないため、システムの機能の安定性を確保し、システム

全体の正常な運用を図るには、システム開発業者と契約を締結する必要がある。 

したがって、本システムの開発業者が、システムの著作権を有し、当局が使用権許諾契約を締結

していることから、随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

維持管理履歴システム運用支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 

株式会社京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，９５９，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務委託は、維持管理履歴システムの安定的な稼働のために、システム障害対応等の運用保守

及び運用支援業務を行うことを目的とする。 

 

８ 随意契約の理由 

 本システムは、管路施設の維持管理情報の記録や下水道施設を清掃する際に設計書を作成するも

ので、サブシステムを含めて多様な機能を持つ下水道部の基幹システムである。本システムは、当

該開発業者が独自に開発したものであり、保守及び運用支援業務を行うためには、詳細なシステム

構成を熟知していなければならないため、専門的な知識及び技術を有する本システムの開発業者と

随意契約を採用するものである。 

 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



整理
番号

001 令和7年04月01日 排水設備工事確認申請書受付審査及びしゅん工検査業務等委託 29,980,500 
上下水道局下水道部
管理課

一般財団法人京都市
上下水道サービス協
会

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

002 令和7年05月28日 排水設備管理システム動作環境更新及び改修業務委託 12,986,270 
上下水道局下水道部
管理課

パシフィックコンサ
ルタンツ株式会社
京都事務所

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

排水設備工事確認申請書受付審査及びしゅん工検査業務等委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区西九条菅田町７番地３  

一般財団法人京都市上下水道サービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，９８０，５００円 

 

７ 契約内容 

①排水設備工事確認申請書の受付審査業務及びその業務に付随する業務 

②排水設備工事に係るしゅん工検査業務 

③排水設備の接続ます位置設定等に係る業務 

④京都市水洗便所築造工事資金貸付金償還金等の徴収及び収納等に係る業務 

 

８ 随意契約の理由 

排水設備工事確認申請書の受付審査からしゅん工検査に係る一連の業務では、指定下水道工事

業者からの申請受付時に工事内容を審査し、基準に適合しない場合には指定下水道工事業者に指

導を行うほか、問い合わせへの対応、さらに工事着手後も適切に工事の進捗管理を行う。しゅん

工後は雨水管・汚水管の誤接や設備の勾配、通気の確保等、排水設備の構造が法令等で定める技

術上の基準に適合しているかの施工検査を行う。また、水洗化工事、浄化槽からの切替工事の際

は、貸付金申請書類及び奨励金交付申請書の確認、審査並びに貸付金償還金の未納徴収も実施す

る。 

受付審査業務においては、取付管新設工事申込書の受付・審査を行い、取付管新設工事と排水

設備工事の申請内容について、整合性を確認する。接続ます位置設定等では、接続ます位置設定

の趣旨や公共下水道事業の意義の説明、くみとり便所、浄化槽家屋の調査、井水使用有無の確認

作業及び公共下水道の排水能力の把握を行う。 

また、受託者においては、上下水道局と一体になった業務遂行能力を有していることが求めら

れると共に、業者指導、検査、助成制度の審査等、専門的知識能力や技術が求められる。 

なお、本業務は、公共下水道との接続に関する一連の業務として連動し包括的に委託すること

により、効率的・効果的な遂行が期待できるものである。 



 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本業務は排水設備の検査、業者指導、助成制度の審査、公共下水道への接続に係るノウハウ等、

これまでの豊富な経験に基づく専門的知識能力や技術が求められること、また、これらの能力に

加え、本市の施策を熟知した上での上下水道局との連携が求められる。 

本件についてはこれら全ての条件を満たす者として、長年にわたり本市の水道事業・公共下水

道事業を補完し、豊富な経験に基づく幅広い知識及び技術を有する一般財団法人京都市上下水道

サービス協会に委託するものである。 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

排水設備管理システム動作環境更新及び改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部管理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年５月２８日 

 

４ 履行期間 

令和７年５月２９日から令和８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町４８０番地 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 京都事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２,９８６,２７０円 

 

７ 契約内容 

「排水設備管理システム」について、未接続家屋の勧奨業務進捗管理等必要データがＥＸＣＥＬ

に直接出力できるプログラムに改修する。また、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０、Ｏｆｆｉｃｅ２０１６の

サポート期限（令和７年１０月）以降のバージョンアップ後、局ＰＣの同システムが問題なく動

作するためのプログラム改修を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 本件業務委託を本システムの開発者以外の者が行った場合、システムに支障が発生し、排水設

備工事の申請者、未接続家屋の所有者など、市民等に対して影響を与えるおそれがある。 

また、本システムは、総務部お客さまサービス推進室が所管する水道料金系システム（「minamo」）

及び住宅地図システムとサーバー等を共有し、データを連携しながら運用を行っており、本シス

テムに支障が発生した場合、関連する既存のシステムに多大な影響を与えるおそれもある。 

そのため、本件業務について、既存の設備、システム等の機能を損なうことなく契約の目的を

達成するためには、本システムの開発を行った者と契約を行う必要があり、相手方が特定される

ため、随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   排水設備管理システムの開発者である、パシフィックコンサルタンツ株式会社を 本契約の相



手方とする。 



整理
番号

001 令和7年04月01日 下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ａ地区） 6,719,185 
上下水道局下水道部
きた下水道管路管理セ
ンター

株式会社斉藤工務店
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

002 令和7年04月01日 下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｂ地区） 18,372,312 
上下水道局下水道部
きた下水道管路管理セ
ンター

株式会社植田建設工業
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

003

004

005

006

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ａ地区） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部きた下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区岩倉南河原１５９番地 

株式会社斉藤工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

６,７１９，１８５円 

 

７ 契約内容 

本件委託は、指定された区域内の下水道施設の良好な維持管理を行うために、巡視・点検作業

を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 本件委託による巡視・点検の結果、施設に不具合があった場合、緊急に対応する必要があり、

巡視・点検作業と緊急清掃作業は密接に関連している。緊急時の対応を円滑かつ効率的に遂行す

るために、本件委託業者と緊急清掃等業者とを同一業者にすることにより、初期対応に遅れが生

じず、市民生活への影響が軽減される。 

そのため、「令和７年度 下水道管路施設等緊急清掃・調査業務委託」の入札において、同入札 

  の落札業者と本件委託についても契約を締結することを明記して執行しており、本件委託につい

ては、予め契約の相手方を予定しているものであるため、緊急清掃・調査業務委託の契約者と随

意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｂ地区） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部きた下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区高野蓼原町７１番地 

株式会社植田建設工業 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８,３７２,３１２円 

 

７ 契約内容 

本件委託は、指定された区域内の下水道施設の良好な維持管理を行うために、巡視・点検作業

を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 本件委託による巡視・点検の結果、施設に不具合があった場合、緊急に対応する必要があり、

巡視・点検作業と緊急清掃作業は密接に関連している。緊急時の対応を円滑かつ効率的に遂行す

るために、本件委託業者と緊急清掃等業者とを同一業者にすることにより、初期対応に遅れが生

じず、市民生活への影響が軽減される。 

そのため、「令和７年度 下水道管路施設等緊急清掃・調査業務委託」の入札において、同入札 

  の落札業者と本件委託についても契約を締結することを明記して執行しており、本件委託につい

ては、予め契約の相手方を予定しているものであるため、緊急清掃・調査業務委託の契約者と随

意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｂ地区） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部きた下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区高野蓼原町７１番地 

株式会社植田建設工業 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８,３７２,３１２円 

 

７ 契約内容 

本件委託は、指定された区域内の下水道施設の良好な維持管理を行うために、巡視・点検作業

を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 本件委託による巡視・点検の結果、施設に不具合があった場合、緊急に対応する必要があり、

巡視・点検作業と緊急清掃作業は密接に関連している。緊急時の対応を円滑かつ効率的に遂行す

るために、本件委託業者と緊急清掃等業者とを同一業者にすることにより、初期対応に遅れが生

じず、市民生活への影響が軽減される。 

そのため、「令和７年度 下水道管路施設等緊急清掃・調査業務委託」の入札において、同入札 

  の落札業者と本件委託についても契約を締結することを明記して執行しており、本件委託につい

ては、予め契約の相手方を予定しているものであるため、緊急清掃・調査業務委託の契約者と随

意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 



整理
番号

001 令和7年04月01日 下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｄ地区） 8,896,690 
上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理
センター

京和産業株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

002 令和7年04月01日 下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｃ地区） 23,001,401 
上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理
センター

株式会社鈴木メンテナンス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

003 令和7年07月24日 緊急　浚渫作業委託 8,536,000 
上下水道局下水道部
みなみ下水道管路管理
センター

株式会社鈴木メンテナンス
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



００１ 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｄ地区） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部みなみ下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区上鳥羽角田町８９ 

京和産業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，８９６，６９０円 

 

７ 契約内容 

本件業務委託は、標記地内の下水道施設の良好な維持管理を行うために巡視・点検作業を行う  

ものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件委託による巡視・点検の結果施設に不具合があった場合、緊急に対応する必要があり、巡視・

点検作業と緊急清掃業者は密接に関連している。緊急時の対応を円滑かつ効率的に遂行するため、

本件委託業者と緊急清掃等業者とを同一業者にすることにより、初期対応に遅れが生じず、市民生

活への影響が軽減される。 

そのため、「令和７年度下水道管路施設等緊急清掃・調査業務委託」の入札において、同入札の落

札業者と本件委託についても契約を締結することを明記して執行しており、本件委託においては、

あらかじめ契約の相手方を予定しているものであるため、緊急清掃・調査業務委託の契約者と随意

契約締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



００２ 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

下水道管路施設等巡視・点検業務委託（Ｃ地区） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部みなみ下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区西院月双町３３番地 

株式会社鈴木メンテナンス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，００１，４０１円 

 

７ 契約内容 

本件業務委託は、標記地内の下水道施設の良好な維持管理を行うために巡視・点検作業を行う  

ものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件委託による巡視・点検の結果施設に不具合があった場合、緊急に対応する必要があり、巡視・

点検作業と緊急清掃業者は密接に関連している。緊急時の対応を円滑かつ効率的に遂行するため、

本件委託業者と緊急清掃等業者とを同一業者にすることにより、初期対応に遅れが生じず、市民生

活への影響が軽減される。 

そのため、「令和７年度下水道管路施設等緊急清掃・調査業務委託」の入札において、同入札の落

札業者と本件委託についても契約を締結することを明記して執行しており、本件委託においては、

あらかじめ契約の相手方を予定しているものであるため、緊急清掃・調査業務委託の契約者と随意

契約締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



００３ 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 浚渫作業委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部みなみ下水道管路管理センター 

 

３ 契約締結日 

令和７年７月２４日 

 

４ 履行期間 

令和７年７月２３日から令和７年８月２９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区西院月双町３３番地 

株式会社鈴木メンテナンス 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，５３６，０００円 

 

７ 契約内容 

本件委託は、下水道管渠及びポンプ室等（以下「当該施設」という。）に堆積する泥土及び土砂を

収集・揚土して浚渫作業等を行い、下水流下の円滑を図るものである。 

 

８ 随意契約の理由 

今回、当該施設に過度の泥土・土砂が堆積しており、正常な下水流下機能が働いていないことが

判明した。 

このままでは、大雨等により流入量が増えた場合、周辺に溢水し、住民生活に重大な影響を与え

るとともに、ポンプ室においては機械・電気設備が大きな損害を被ってその復旧に長期間を要する

おそれがあり、至急、泥土・土砂を収集・揚土して浚渫作業等を行い、正常な下水流下機能を回復

する必要があるため、随意契約を採用する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  ３社による見積合せで最も低い価格を提示した業者を選定した。 



整理
番号

001 令和7年04月01日 マンホールポンプ場等監視システム保守管理委託（ポンプ施設） 5,880,600 
上下水道局下水道部ポ
ンプ施設事務所 

株式会社第一テクノ　関西支店
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

マンホールポンプ場等監視システム保守管理委託（ポンプ施設） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部ポンプ施設事務所 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市東成区東今里二丁目３番１１号 

株式会社第一テクノ 関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，８８０，６００円 

 

７ 契約内容 

本委託は、マンホールポンプ場等の運転及び故障状態を監視する「マンホールポンプ場等監視

システム（ポンプ施設）」に障害が発生した場合に、その原因を調査し、早急に正常な状態へ復旧

するための保守管理業務である。 

 

８ 随意契約の理由 

システムの不具合発生時の原因究明や機能の回復については、本監視システムの開発、プログ

ラム及びデータベースの設計、製作、装置の設置及び機能試験までの一連のプロセスを熟知した

業者においてのみ可能である。 

以上により、本契約の目的を果たすことが可能な事業者は、その他の者が有し得ない専門的な

知識、技術等を有する一者に限定されるため随意契約を採用することとしたい。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本監視システムを開発、設計しこのシステムについて熟知し、迅速に機能回復が図れる株式会

社第一テクノを選定するものである。 



整理
番号

001 令和7年04月01日 鳥羽　普及啓発業務及び下水道技術研修業務委託 23,540,000 
上下水道局下水道部鳥
羽水環境保全センター
水処理第１課

一般財団法人　京都市上下水道
サービス協会

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

002 令和7年05月07日 産業廃棄物埋立処分委託契約 70,785,000 
上下水道局下水道部鳥
羽水環境保全センター
汚泥処理課

大阪湾広域臨海環境整備セン
ター

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

003 令和7年09月12日
緊急　鳥羽　第２管理棟受水槽修理
（京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木１）

3,300,000 
上下水道局下水道部鳥
羽水環境保全センター
水処理第２課

株式会社　神田設備
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第５号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

鳥羽 普及啓発業務及び下水道技術研修業務委託 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター水処理第１課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区西九条菅田町７番地３ 

一般財団法人 京都市上下水道サービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，５４０，０００円 

 

７ 契約内容 

下水道事業に対する市民の理解向上及びイメージアップを図ることを主な目的としている。小

学生や一般市民等の見学者に対する施設案内を行い、下水道事業の普及啓発を行うとともに、見

学コース等にあるせせらぎ用水施設の保守管理を行うものである。また、当局職員の下水道に関

する知識及び技術の能力向上を図るため、下水道技術研修施設を効果的に活用した研修を行うも

のである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、環境学習の一環として鳥羽水環境保全センターを訪れる小学生や一般市民等の見学

者に対する施設案内、再制水利用施設であるせせらぎ水路について再生水利用の水質基準等に適

合するよう保守管理すること、並びに下水道技術研修施設を活用した研修の実施により当局職員

の下水道に関する知識及び技術の能力向上を図ることを主な内容としており、本業務を遂行する

に当たっては、以下に掲げる能力が必要である。 

（1）一般市民等見学者に対して本市水道事業・公共下水道事業を正確に説明し、確実に理解してもら

うため、下水処理施設の内容のみならず、水循環に対する知識、法制度など水道・公共下水道全

般にわたって精通していること。また、市民の理解を深めるため、本市水道事業・公共下水道事

業に関する歴史的背景を十分に理解し説明できるとともに、長期的・継続的視点に立った広報を

効果的に展開できること。 

（2）せせらぎ水路は、再生水を利用した施設として、公共下水道事業の普及啓発の観点から環境学習

や施設見学と効果的に連携させて活用し、一般市民が下水道に親しみを持ち憩いの場として利用

できるように常時開放した施設である。そのため、本水路の説明には上記（1）に掲げる能力が必



要となるとともに、再生水利用施設として、再生水利用の水質基準等に適合するよう管理できる

専門的知識・技術を併せ持つこと。 

（3）下水道技術研修施設は、体験型の実習を通じて、下水道の維持管理に必要な知識・技術の習得及

びノウハウの継承を行うために活用することを目的としており、効果的な研修及び運営を実施す

るためには、管路系、機械系、電気系それぞれの分野において豊富で幅広い下水道の知識・経験・

専門的技術を有する必要があること。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

一般財団法人京都市上下水道サービス協会は、長年にわたり本市の水道事業・公共下水道事業

を補完してきた。また、本業務は、本市水道事業、公共下水道事業を全般にわたり熟知し、本市

の水道・下水道施設及び設備を広く把握するとともに、下水道の維持管理に必要な専門知識・技

術が必要となるなど、豊富な経験に基づく幅広い知識及び技術が求められる。これらの条件をす

べて満たす者は１者しかいないため、一般財団法人京都市上下水道サービス協会に委託するもの

である。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

産業廃棄物埋立処分委託契約 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター汚泥処理課 

 

３ 契約締結日 

令和７年５月７日 

 

４ 履行期間 

令和７年５月７日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島二丁目２番２号 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

７０，７８５，０００円 

 

７ 契約内容 

本委託業務は、当局の鳥羽水環境保全センターから発生する汚泥焼却灰の処分を、大阪湾広域

臨海環境整備センターに委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

大阪湾広域臨海環境整備センターは、近畿圏２府４県内の市町村等自治体からの廃棄物を長期

安定的に、また広域的に適正に処理するため、昭和６０年１２月、全国で初めて「広域臨海環境

整備センター法」に基づく厚生・運輸両大臣の許可を受けた「大阪湾圏域広域処理場整備基本計

画」を策定し、廃棄物を受入、埋立事業を実施している。 

京都市においても、焼却灰の減量化・再利用の努力を図っているところであるが、内陸部に位

置しているため陸上では埋立処分地の確保も十分でなく、当初より計画に参加することとし、昭

和６０年１０月に覚書・基本協定を締結し、平成２年度から計画的に搬入している。 

上記の覚書・基本協定書に基づき、産業廃棄物処分委託の随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

緊急 鳥羽 第２管理棟受水槽修理（京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木１） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター水処理第２課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月１２日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月１０日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区修学院中林町１番地 

株式会社神田設備 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

 第２管理棟の受水槽が経年劣化により破損したため修理をするものである。 

 

８ 随意契約の理由 

 鳥羽水環境保全センターに設置されている受水槽が経年劣化により破損した。本設備は第２管

理棟及び第２ポンプ場の上水の系統であり、下水処理の法定水質検査や２４時間体制で常駐して

いる維持管理職員の生活用水等に使用している。本設備が稼働しないと適切な下水処理及び施設

の維持管理ができず、市民生活及び環境へ多大な影響を及ぼす恐れがある。 

したがって、修理を緊急に実施するため随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第５号 

 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   登録業者数件に問い合わせた結果、機材の手配に迅速な対応が可能であり、最も安価であった

株式会社神田設備を選定した。 



整理
番号

令和7年04月01日 令和７年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設委託料 7,214,000 
上下水道局下水道部計
画課

大阪湾広域臨海環境整備セン
ター

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第２号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和７年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設委託料 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部計画課 

 

３ 契約締結日 

令和７年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島２丁目２番２号 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２１４，０００円 

 

７ 契約内容 

昭和６０年に厚生・運輸両大臣の許可を受けた「大阪湾圏広域処理場整備基本計画」に参加し、

処分場の建設委託料を支払うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

上記７の内容により、契約の相手方が特定されるため、随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

☑地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 



整理
番号

令和7年09月08日 桂川右岸流域関連久世殿城（その２）公共下水道工事 40,480,000 
上下水道局下水道部設
計課

株式会社長本建設
地方公営企業法施行令第２１条の１３第１
項第６号

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

桂川右岸流域関連久世殿城（その２）公共下水道工事（京都市南区久世殿城町他 地内） 

 

２ 担当所属名 

上下水道局下水道部設計課 

 

３ 契約締結日 

令和７年９月８日 

 

４ 履行期間 

令和７年９月９日から令和８年３月１７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区大原上野町５１８番地 

株式会社長本建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

４０，４８０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市建設局道路建設部道路建設課が実施する都市計画道路向日町上鳥羽線及び牛ケ瀬馬場線

（以下「都市計画道路」）における向日町上鳥羽線他道路整備（その１）工事（以下「道路工事」）に合わせ

て、下水道管の布設を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

当該箇所においては、道路工事に合わせて、各埋設企業者による工事や共同溝工事などの様々な工

事が、非常に限られた期間内で実施される。都市計画道路については、令和８年度に供用予定で

あるため、京都市建設局道路建設部道路建設課からは、工事全体の進ちょくに影響が出ないよう、

円滑に施工を完了するよう強く求められている。 

以上のような状況を考慮し、一体的な施工により安全かつ迅速な施工が確保できること、工事

着手前の地元調整や工程調整等に費やす時間を大幅に短縮できること、経費の縮減が可能なこと

等から、道路工事の請負者との随意契約を採用するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

    上記8のとおり 


